
今後の議論の進め方等（案） 

 

○ 郵政民営化委員会は、３年ごとに郵政民営化の進捗状況について総合的な

検証を行い、郵政民営化推進本部長に意見を述べ（郵政民営化法 19 条 1 項 1

号）、本部はこれを国会に報告することとされている（同法 11条 2項）。 

 

○ これまで、委員による地方の実情・地方の声の把握、意見募集、日本郵政グ

ループ各社に対するヒアリング、有識者に対するインタビュー等を行ってき

たところである。 

 

○ 本年１月以降、年賀業務等の業務運行状況、第３四半期決算報告等、日本郵

政グループの経営にとって重要な案件につき聴取したところであり、さらに、

中期経営計画の見直しの動向等を把握しつつ、第１２７回委員会での議論を

踏まえ、次のような方向性により、論点等を整理することとしてはどうか。 

 

■ 方向性の整理 

 

○ 対象期間は、民営化後今日までとする。なお、改正民営化法施行（平成 24

年 10月）後の状況変化に重点を置く。 

 

○ 日本郵政グループの経営実情やサービスの提供状況等を踏まえ、同業他社

等の動向も視野に入れつつ、客観的事実に基づいて、 

 

・ 国民の利便性は向上したか、 

 

・ 日本郵政グループの経営は健全化したか、 

 

・ 日本郵政グループの業務執行態勢は整備されたか、 

 

・ 株式上場に向けて体制整備は進んだか、 

 

・  郵便局ネットワークの機能が活かされているか、 

 

等を検証していく。 

 

○ 第１２７回委員会での議論を踏まえ、取組内容を確認する（別添資料参照）。 

 

資料 130‐３ 



○ 郵政民営化法（平成 17 年法律第 97号）（抄） 

（目的） 

第一条 この法律は、民間に委ねることが可能なものはできる限りこれに委ね

ることが、より自由で活力ある経済社会の実現に資することに鑑み、株式会

社に的確に郵政事業（法律の規定により、郵便局において行うものとされ、

及び郵便局を活用して行うことができるものとされる事業をいう。以下同じ。）

の経営を行わせるための改革（以下「郵政民営化」という。）について、その

基本的な理念及び方針並びに国等の責務を定めるとともに、郵政民営化推進

本部及び郵政民営化委員会の設置、新たな株式会社の設立、当該株式会社に

関して講ずる措置、日本郵政公社（以下「公社」という。）の業務等の承継等

に関する事項その他郵政民営化の実施に必要となる事項を定めることにより、

これを集中的かつ計画的に推進することを目的とする。 

（基本理念） 

第二条 郵政民営化は、内外の社会経済情勢の変化に即応し、公社に代わる新

たな体制の確立等により、経営の自主性、創造性及び効率性を高めるととも

に公正かつ自由な競争を促進し、多様で良質なサービスの提供を通じた国民

の利便の向上及び資金のより自由な運用を通じた経済の活性化を図るため、

地域社会の健全な発展及び市場に与える影響に配慮しつつ、公社が有する機

能を分割し、それぞれの機能を引き継ぐ組織を株式会社とするとともに、当

該株式会社の業務と同種の業務を営む事業者との対等な競争条件を確保する

ための措置を講じ、もって国民生活の向上及び国民経済の健全な発展に寄与

することを基本として行われるものとする。 

（所掌事務等） 

第十一条 本部は、次に掲げる事務をつかさどる。 

一～三 略 

２ 本部は、郵政民営化委員会が第十九条第一項第一号又は第百六十三条第 

五項の規定による意見を述べたときは、その内容を国会に報告しなければな

らない。 

（所掌事務） 

第十九条 民営化委員会は、次に掲げる事務をつかさどる。 

一 三年ごとに、日本郵政株式会社、日本郵便株式会社、郵便貯金銀行及び郵

便保険会社の経営状況並びに国際金融市場の動向その他内外の社会経済情

勢の変化を勘案しつつ、郵政民営化の進捗状況について総合的な検証を行い、

その結果に基づき、本部長に意見を述べること。 

二～四 略 

２、３ 略 



民営化推進に向けた取組
（補足資料）

2 0 1 5 年 2 月 2 5 日
日本郵政グループ



１ 社員、学生にとって魅力・活力ある職場づくりに向けた取組
① グループの採用
② グループの人材育成

２ 女性の活躍できる職場づくり及びダイバーシティの推進に向けた取組
① 女性の登用・労働環境の整備
(1)女性登用の推進
(2)ワーク・ライフ・バランスの推進
② 障がい者雇用・高齢者対策・外国人の採用
(1)障がい者雇用(グループで約6,000人を雇用)
(2)高齢者対策・外国人の採用

３ グループ全体の一体経営・総合力向上に向けた取組
① 日本郵便とゆうちょ銀行の連携
② 日本郵便とかんぽ生命の連携

４ 国際的な取組
① 海外発行カードによるＡＴＭ利用
② 中国人訪日客に対する物販サービスの拡大
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１ 社員、学生にとって魅力・活力ある職場づくりに向けた取組



①グループの採用

□ 新卒採用
新卒採用の募集活動はグループ合同で実施

会社別、コース別（総合職/業務職（地域基幹職、CS職、営業職）/一般職）に採用

学生の就職先企業として広く認知されており、就職希望企業ランキングも上位に位置

＜新卒採用数の推移＞

期間雇用社員の正社員採用
期間雇用社員の雇用の安定及び労働条件の改善を図り、業務運行やサービス品質の向上を図るため、民営化以降、毎年度、期間雇用社員から正社

員への採用を実施（民営化以降、延べ2万人超を正社員へ採用）

平成26年度は、4月1日に約5,000人、平成27年度は、4月1日に約3,000人の期間雇用社員を正社員へ採用

＜これまでの正社員採用数 合計＞

※ 平成27年4月１日採用予定者を含む。

平成25年4月 平成26年4月 平成27年4月（注）

日本郵政㈱ － 20人 約30人

日本郵便㈱ 1,503人 1,498人 約5,400人

㈱ゆうちょ銀行 419人 383人 約370人

㈱かんぽ生命保険 120人 330人 約360人

合計 2,042人 2,231人 約6,160人 注：平成27年2月現在の採用内定者数

会社名 正社員採用者数

日本郵政㈱ 65人

日本郵便㈱郵便コース 16,154人

日本郵便㈱窓口コース 6,244人

㈱ゆうちょ銀行 448人

㈱かんぽ生命保険 229人

合計 23,140人
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②グループの人材育成

□ コース制に基づく適切な人事管理
平成26年4月1日から導入したコース制（総合職/業務職（地域基幹職、CS職、営業職）/一般職）に基づき、各社員の期待役割に沿った育成、配置、異

動、処遇に取り組み

意欲、能力の高い社員により大きな期待役割を担ってもらえるよう、コース制導入に合わせ、コース転換制度を設けている

各社における人材育成
各社において、役職段階に応じた階層別研修と業務に応じた専門別研修を実施

□ 郵政大学校における人材育成
グループ各社で実施する研修のほか、グループとしてのシナジー効果を高めるため、郵政大学校において、グループ横断的な研修を実施

＜主な研修名とその内容＞

階層別研修 新入社員研修、主任研修、課長代理研修、管理者研修 等

専門別研修 カウンターセールス研修、業務・金融・営業研修 等

総合職採用時合同研修 各社の総合職採用新入社員を対象に、グループに関して必要な知識を付与するとともに、グ
ループの一体感・連携意識を醸成し、グループの競争力を高める

新任店舗長研修・管理者マネ
ジメント研修

各社の局長・店長の新任者や管理者に昇職した社員を対象に、各役職としての意識を高め、
マネジメント能力・部下指導力の向上を図るとともに、グループの一体感・連携意識を醸成し、
グループの競争力を高める

総合科研修 各社の総合職コース転換試験合格者を対象に、本社で活躍する人材として必要な知識・能力を付
与するとともに、グループの一体感・連携意識を醸成し、グループの競争力を高める

女性活躍推進に向けた研修 各社の女性社員を対象に、ライフイベントを踏まえた自らの働き方や生き方について、ディスカッションを
通じて考える機会を提供するとともに、グループの一体感・連携意識を醸成する
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２ 女性の活躍できる職場づくり及びダイバーシティの推進
に向けた取組



（１） 女性登用の推進

女性管理社員の登用目標
平成26年5月に、グループ各社において、女性管理社員の登用目標を設定

女性活躍に向けた研修
女性社員のモチベーションアップ、役職者・管理者登用に向けた準備等の観点から、郵政大学校や各社において、女性活躍に向けた各種

研修・セミナーを計画的に実施

女性活躍室の設置
女性活躍推進施策を一体的に実施し、「女性社員が働きやすく働き甲斐のある職場づくり」及び「女性の視点・特性を活かした商品・サー

ビス・営業体制の実現」を目指し、平成26年9月に、日本郵便㈱に「女性活躍室」を設置

再採用
育児・介護を理由として退職した正社員について、育児・介護の必要が解消した後、再び正社員として再採用する制度を導入

日本郵便 ゆうちょ銀行 かんぽ生命保険 日本郵政

数値目標 7%程度 10%程度 10%程度 9.5%程度

達成期限 平成28年4月1日

女性が働きやすく働き甲斐のある職場づくり
Ex. 女性社員のキャリア意識の醸成、リーダー候補者研修、管理者の意識改革、女性営業チーム・プロジェクトの創設 等
・ 赤羽局（東京都）での女性渉外社員チーム（レディース班）の設立

女性の視点・特性を活かした商品・サービス・営業体制の実現
Ex. 女性を意識した店舗展開 等
・ 八重洲地下街郵便局 ⇒ 初めてのお客さまにも気軽に来店していただけるよう、開放感のあるお客さまロビーに、相談用

のローカウンターを設置
・ 金沢近江町郵便局 ⇒ 観光でお見えになる女性のお客さまも来店してみたくなるよう、周囲の景観に調和する和風の

内外装や什器を配備するとともに、パウダーコーナーやベビーベッドを設置
・ 今後の新局等には、女性や高齢のお客さまにも利用しやすいロビー椅子や筆記台を配備

①女性の登用・労働環境の整備
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①女性の登用・労働環境の整備

仕事と育児の両立支援
社員の仕事と育児の両立を支援するため、法を上回る制度を整備

＜育児支援制度の例＞

一般事業主行動計画
次世代育成支援対策推進法に基づき、民営化以降これまで2期（5年6月）にわたり各社において一般事業主行動計画を策定し、

仕事と家庭の両立に取り組んできた結果、グループ各社とも「子育てサポート企業」として「くるみんマーク」を取得
平成25年4月からは第3期の取組を行っており、仕事と家庭の両立支援の充実に向けた各種施策を実施中

(新)一般職及び短時間勤務職制度の創設
新たな人事・給与制度において、ワーク・ライフ・バランス等、多彩な働き方への社員のニーズを踏まえ、平成27年4月から、（新）一般職を創設（内部

登用は平成26年4月から）するとともに、短時間勤務職制度を創設（55歳以上の社員が短時間勤務を選択可能とする制度の創設、また、介護等の
必要な場合には50歳以上でも短時間勤務の選択を可能とするもの。）

1歳 3歳 小学校入学 小学校3年 以降

育児休業

育児部分休業

所定外労働の免除

ベビーシッター・一時預かり利用助成

法定

郵政

 各種情報をまとめた「ワーク・ライフ・バランスガイドブック」冊子を作成し、全社員へ配布
 育児休業前から職場復帰までの一連のサポート体制を「職場復帰プログラム」として整備・実施
 育児休業中社員を対象にインターネットを活用した情報サポートサイトを構築
 管理者研修、新規採用研修等において、男女共同参画・次世代育成支援等について研修カリキュラムへ組み込み、研修実施
 ワーク・ライフ・バランスに関する各種セミナー等を実施
 労使間で、職場環境整備等に向けた協議を実施

（２） ワーク・ライフ・バランスの推進
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②障がい者雇用・高齢者対策・外国人の採用

（１） 障がい者雇用(グループで約6,000人を雇用)

障がい者の積極的採用
郵便局等の清掃等業務に従事する知的障がい者の期間雇用社員採用
郵便局等の業務ができる障がい者のハローワーク等との積極的連携による採用

障がい者定着のための職場環境の整備・育成等
障がいの種類等による従事可能な業務例、採用に当たっての事前準備・採用後のサポート等を網羅したマニュアルを郵便局等へ配布指導、

また、各種コーチを配置

特例子会社の設立・積極的活用
グループ各社における障がい者雇用の促進と実雇用率算定におけるグループ適用を可能とするため、平成19年11月に「ゆうせいチャレンジド

㈱」を設立（平成20年3月に日本郵政㈱の特例子会社として認定）

（２） 高齢者対策・外国人の採用

高齢者対策（グループで約8,700人を雇用）
高年齢者雇用安定法に基づき、正社員を定年退職する者で、高齢再雇用社員への採用を希望する者については、満65歳まで高齢再雇

用社員として雇用

外国人の採用
国家公務員時代は、外国人の採用は限定的であったが、民営化後は外国人の採用に係る制約がなくなったことから、現在は、採用に当

たって、特段の制限は設けていない
今後のグループの事業展開等を考慮しながら、必要に応じ外国人の採用拡大についても検討
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３ グループ全体の一体経営・総合力向上に向けた取組



○ 営業責任の明確化のためのエリア本部制を導入

＜目的＞
日本郵便（旧局会社）との連携強化により、エリア営業を一体的に展開し、全国レベルの営業力の底上げを図る

＜導入時期＞
2010年4月1日から

本社
（営業部門）

ゆうちょ銀行

郵便局

日本郵便

本社
（営業部）

直営店

地区連絡会

部会

貯金営業協働推進本部

エリア本部
（営業企画部）

支社
（営業部）

営業
インストラクター

営業
インストラクター

連携

連携

兼務出向

一
体
的
営
業
支
援

①日本郵便とゆうちょ銀行の連携
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②日本郵便とかんぽ生命の連携

エリア本部・支社間の調整

主として法人・
職域向け営業

お客さま

主として個人・
住域向け営業

郵便局の営業推進のため
の支援、教育研修及び事
務支援

本社間の調整

かんぽ生命 日本郵便

支店

エリア本部

本社

• 法人営業部
• パートナー営業部

郵便局

支社

本社

 かんぽ生命の支店にパートナー営業部を設置し、郵便局の営業推進のための支援、教育研修および事務支援を実施。

 平成２５年４月には、地域エリアの管理態勢を強化するとともに、日本郵便の支社とのさらなる連携強化を主たる目的として、

「エリア本部」を設置。
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４ 国際的な取組



１ 概要

ゆうちょ銀行

ＡＴＭ 契約

仲介金融機関
（国内クレジットカード会社等）

海外の
金融機関

各ブランド
ネットワーク

メンバーシップ契約

2000年6月から、海外で発行されたクレジットカード等により、ゆうちょ銀行のＡＴＭでの現金の

引出しが可能となっています。

このサービスはゆうちょ銀行の全てのＡＴＭ（26,698台（2014年3月末現在））でご利用いただけ

ます。

２ 仕組み

国際カードブランドとメンバーシップ契約を結んでいる国内の仲介金融機関（クレジットカード会

社）と契約することにより、海外で発行されたクレジットカード等のゆうちょ銀行でのATM利用を可

能としています。

利用可能なカードブランド

ＶＩＳＡ、ＭａｓｔｅｒCａｒｄ、Ａｍｅｒｉｃａｎ Ｅｘｐｒｅｓｓ、Ｄｉｎｅｒｓ Ｃｌｕｂ、ＪＣＢ、銀聯、ＤＩＳＣＯＶＥＲ

①海外発行カードによるＡＴＭ利用
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①海外発行カードによるＡＴＭ利用

海外の
金融機関

そのまま利用可能

≪日本国内≫≪海外≫

海外旅行等

３ 利用イメージ

ゆうちょ銀行

ＡＴＭ

現金（円）の払戻

払戻請求

発行
（クレジットカード等）

４ 年度ごとの利用件数

133万件
144万件

114万件

140万件

184万件
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①海外発行カードによるＡＴＭ利用

・ 当行ＡＴＭで使用可能なブランドのロゴが記載されたステッカーを

全てのＡＴＭに貼付。

・ 日本及び海外の旅行代理店で配布される訪日旅行者向け

雑誌への広告掲載。

５ 周知事例

【ＡＴＭ貼付ステッカー】【旅行雑誌広告】
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